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北九州市告示第２３９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和５年６月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２１７ 折尾停車

場線 

八幡西区堀川町１３６６番２

から 

八幡西区折尾一丁目１５７０

番６地先まで 

25.1

～

75.2

171.4
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北九州市告示第２４０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり令和５年６月１日から道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和５年６月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 

２１７ 折尾停車

場線 

八幡西区堀川町１３６６番２から 

八幡西区折尾一丁目１５７０番６地先まで 
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北九州市告示第２４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和５年６月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１９２７ 折尾１２

号線 

八幡西区折尾一丁目１５７０

番６地先から 

八幡西区折尾四丁目１３７５

番３まで 

25.1

～

75.2

167.4
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北九州市告示第２４２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和５年６月１日

北九州市長 武 内 和 久  

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

大信薬局足原店 北九州市小倉北区足原二丁目３番

３２号 

令和５年６

月１日 

コスモス薬局沼南店 北九州市小倉南区沼南町一丁目１

４番３号 

令和５年６

月１日 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

えみのわ 

北九州市小倉南区舞ケ丘五丁目１

３番１号 

令和５年６

月１日 
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北九州市告示第２４３号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和５年６月１日

北九州市長 武 内 和 久 

１ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

コスモス薬局沼南店 北九州市小倉南区沼南町一丁目１

４番３号 

令和５年６

月１日 

２ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

キタムラ訪問看護ステ

ーションきしの森 

北九州市門司区吉志七丁目２０番

３１号 

令和５年６

月１日 

セノーテ訪問看護北九

州南部ステーション 

北九州市小倉南区葛原元町三丁目

３番２４号オフィスパレア小倉南

Ⅲ２ 

令和５年６

月１日 

訪問看護ステーション

えみのわ 

北九州市小倉南区舞ヶ丘五丁目１

３番１号 

令和５年６

月１日 

6



北九州市告示第２４４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和５年６月１日

北九州市長 武 内 和 久  

精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

訪問看護メンタルサ

ポートとむ・そーや八

幡 

旧 北九州市八幡西区大平一丁目１

０番１０号 

令和５年３

月１日 

新 北九州市八幡西区楠橋東一丁目

５番４８号 
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北九州市告示第２４５号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和５年６月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市若松区くきのうみ中央２６７番２２及び３９８番１７の各一部 

２ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 
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北九州市公告第３６６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和４年６月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量

  学校内通信ネットワーク等整備業務（令和４年度末） 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和５年３月２４日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  西日本電信電話株式会社北九州支店 

  北九州市小倉北区古船場町５番１２号 

５ 契約金額 

  ３，３１７万３，８００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市上下水道局告示第２５号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  令和５年６月１日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

２１１５ 株式会社 Kテッ
クサービス

川添 幸二

北九州市小倉北区

熊谷一丁目３番２

７号

令和５年６月１日か

ら令和１０年５月３

１日まで 

２１１６ 下川都市企画株

式会社

下川 敏秋

北九州市小倉北区

黄金一丁目９番２

－２０１号

令和５年６月１日か

ら令和１０年５月３

１日まで 

３１７５ 株式会社フジエ

ンジニア

藤嶋 翔

北九州市小倉南区

横代北町四丁目２

番１号

令和５年６月１日か

ら令和１０年５月３

１日まで 

８１３３ 渡辺住設

渡辺 勲

直方市大字下新入

３９８番地１４

令和５年６月１日か

ら令和１０年５月３

１日まで 

８１３４ 嶋本工業株式会

社

嶋本 祐介

田川市大字弓削田

３４７０番地５

令和５年６月１日か

ら令和１０年５月３

１日まで 
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北九州市上下水道局告示第２６号

 北九州市下水道条例施行規程（平成２４年北九州市水道局管理規程第３７号

）第１０条第１項第１号の規定により、次のとおり排水設備指定工事店の指定

を取り消した。

  令和５年６月１日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 取消年月日

３１０３ 河野工務店

河野 公一

北九州市小倉南区中

曽根四丁目１５番３

号

令和５年５月３１日

８０６９ 株式会社ユーテッ

ク

内田 敏文

嘉麻市山野１３５－

８９

令和５年５月３１日
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北九州市上下水道局告示第２７号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和５年６月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｍ－１９２ 株式会社フジエ

ンジニア 

藤嶋 翔 北九州市小倉南

区横代北町四丁

目２番１号 

令和５年６

月１日 

Ｎ－１７４ ＭＳＣ 宮本岳嗣 北九州市八幡西

区茶屋の原四丁

目１１番１０号

令和５年６

月１日 

Ｆ－２２９ 株式会社ジェネ

レーション 

德永直樹 福岡県春日市昇

町四丁目８１番

２号 

令和５年６

月１日 

Ｆ－２３０ 株式会社荏原製

作所 

浅見正男 福岡市博多区美

野島一丁目２番

８号 

令和５年６

月１日 
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